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【付録】 

上越市中小企業･小規模企業振興基本条例について 

 

１ 条例制定の背景 

○ 上越市における中小企業・小規模企業の重要性 

国の調査（平成 26 年「経済センサス」）によると、市内の事業所数の 99%が従業

者数 100 人未満の中小企業･小規模企業であり、市内の従業者の 78%がそれらの企業

で働いています。つまり、市内の中小企業･小規模企業は、地域に根差して私たちの

雇用を守り、多岐にわたる商品・サービスの提供や多様なニーズへの機敏な対応な

ど、それぞれが持つ力と技術を発揮しながら地域経済を支え、私たちの日々の暮ら

しを支える重要な存在であるといえます。 
 
 

○ 中小企業・小規模企業を取り巻く環境・課題 

人口減少・少子高齢化、国際化の進展、情報化の進展など経済・社会構造が大き

く変化する中で、中小企業・小規模企業経営の現場では、地域内消費の減少や人手

不足、価格や品質面での競争の激化、事業承継･後継者問題など、その存続を左右す

るような課題が顕在化しています。 
 
 

○ 困難に立ち向かうために 

中小企業･小規模企業を取り巻く厳しい環境や課題を、企業自らの努力や従来の

行政や商工関係団体などが行う支援策だけで解決・解消していくことは極めて困難

です。私たち一人ひとりが中小企業･小規模企業の果たす重要な役割やそこで働く

ことにより得られるやりがいを感じ、また、それらの企業が失われれば私たちの暮

らしも成り立たなくなるということを強く認識し、中小企業･小規模企業とともに、

行政や商工団体、金融機関、教育機関、そして私たち市民が、それぞれの役割を担

い、連携協力し、振興に取り組むことが必要です。 

 

その取組の拠り所として、「上越市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、

平成 30 年 4 月 1 日に施行しました。 
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２ 条例全文 

 

上越市中小企業・小規模企業振興基本条例 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業・小規模企業が本市において果たす役割の重要性に鑑み、本市における中小企

業・小規模企業の振興に関し、市長、中小企業・小規模企業等の責務及び役割を明らかにし、基本理念、施策

の基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するとともに、中小企業・小規模企業の活性化及び持続的な成長発展を促進し、もって地域

経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 中小企業・小規模企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業

者（小規模企業振興基本法（平成２６年法律第９４号）第２条第１項に規定する小規模企業者を含む。）

であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

⑵ 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査

委員会をいう。 

⑶ 商工団体等 商工会議所、商工会その他の中小企業・小規模企業を支援する団体であって、市の区域内に

事務所又は事業所を有するものをいう。 

⑷ 大企業 中小企業・小規模企業以外の事業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するものをい

う。 

⑸ 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者及び信用保証協会であって、市の区域

内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

⑹ 学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）であっ

て、市の区域内に存するものをいう。 

⑺ 大学等 学校教育法第１条に規定する大学及び同法第１２４条に規定する専修学校並びに職業能力開発促

進法（昭和４４年法律第６４号）第１６条第１項及び第２項に規定する公共職業能力開発施設その他の研

究、開発等を行う機関であって、市の区域内に存するものをいう。 

⑻ 教育機関 学校及び大学等をいう。 

⑼ 経営力向上 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１０項に規定する経営力向上を

いう。 

⑽ 経営の革新 中小企業基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 

⑴ 雪国の風土と深い歴史に磨かれ、本市に根付いた中小企業・小規模企業がその多様で機動的な事業活動を

通じて、市民の日々の暮らし及び地域経済を支える重要な存在であるという認識の共有及び共感の下に行う

こと。 

⑵ 中小企業・小規模企業の自らの努力及び創意工夫により経営力向上を図り、事業の活性化及び持続的な成

長発展を促進すること。 

⑶ 中小企業・小規模企業、国、新潟県、本市、商工団体等、大企業、金融機関、教育機関及び市民が相互に
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連携し、及び協力すること。 

⑷ 経済的社会的環境の変化に円滑に適応すること。 

⑸ 自然、歴史、文化、技術、人材その他の本市が有する資源を活用すること。 

⑹ 広い市域を有することにより気候、交通、人口、事業所の集積の状況その他の中小企業・小規模企業が事

業を行う環境が地域ごとに異なることに配慮すること。 

（市長等の責務） 

第４条 市長等は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、中小企業・小規模企業

の振興に関する総合的な施策（以下「施策」という。）を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

２ 市長は、施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市長等は、施策を実施するに当たり、中小企業・小規模企業、国、新潟県その他関係地方公共団体、商工団

体等、大企業、金融機関、教育機関及び市民と連携し、及び協力するよう努めるものとする。 

４ 市長等は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、市産品の利活用の推進及び中小企業・小規模

企業の受注機会の増大に努めるものとする。 

５ 市長等は、地域経済の状況並びに中小企業・小規模企業及びその従業者の実態を把握し、的確に施策に反映

するように努めるものとする。 

６ 市長等は、中小企業・小規模企業の人材の育成及び確保に資するため、市民の意識の醸成に努めるものとす

る。 

（中小企業・小規模企業の責務） 

第５条 中小企業・小規模企業は、基本理念にのっとり、地域社会への影響及び環境との調和に配慮しつつ、経

済的社会的環境の変化に円滑に適応するため、自らの努力及び創意工夫により経営力向上、経営基盤の強化、

経営の革新等に努めるものとする。 

２ 中小企業・小規模企業は、人材の育成並びに従業者の雇用の安定、労働環境の整備及び福利厚生の充実に努

めるとともに、子育て及び介護の支援等に配慮した仕事と生活の調和に取り組むよう努めるものとする。 

３ 中小企業・小規模企業は、計画的に後継者の育成等に取り組み、事業の継続及び円滑な事業の承継に努める

ものとする。 

４ 中小企業・小規模企業は、事業活動を通じて地域の活性化に資するよう努めるものとする。 

５ 中小企業・小規模企業は、児童、生徒及び学生が中小企業・小規模企業への関心を高め、そこで働いてみた

いという意欲を喚起するよう努めるものとする。 

（商工団体等の責務） 

第６条 商工団体等は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の経営力向上、経営基盤の強化、経営の革

新、創業等を支援するため、必要な環境の整備を行い、中小企業・小規模企業の要望を捉えた取組を行うよう

努めるものとする。 

２ 商工団体等は、市長等が実施する施策の推進のため、連携し、及び協力するよう努めるものとする。 

（金融機関の役割） 

第７条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の経営力向上、経営基盤の強化、経営の革

新、創業等に向けた取組を促進するため、円滑な資金の供給、経営相談の実施等による支援を行うよう努める

ものとする。 

（教育機関の役割） 

第８条 学校は、児童及び生徒に対し、教育活動を通じて、勤労及び職業に対する意識の向上に努めるものとす
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る。 

２ 大学等は、人材の育成、研究成果の普及等を通じて、中小企業・小規模企業との連携及び協力に努めるもの

とする。 

３ 大学等は、育成した人材が中小企業・小規模企業において活躍する機会を得ることができるよう情報の収集

及び提供に努めるものとする。 

４ 大学等は、職業能力の開発及び向上を促進するため、多様な職業訓練の実施、中小企業・小規模企業が行う

職業訓練に対する支援その他の必要な取組を行うよう努めるものとする。 

（市民の理解及び協力） 

第９条 市民は、中小企業・小規模企業が地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、中小企

業・小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。 

（大企業の理解及び協力） 

第１０条 大企業は、中小企業・小規模企業の地域社会において果たす役割の重要性を理解し、中小企業・小規

模企業の振興に協力するよう努めるものとする。 

２ 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、事業活動を行うに当たって

は、中小企業・小規模企業との連携及び協力に努めるものとする。 

（施策の基本方針） 

第１１条 市長等は、施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本

として行うものとする。 

⑴ 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化及び経営の革新を促進すること。 

⑵ 中小企業・小規模企業の創業を促進すること。 

⑶ 中小企業・小規模企業における人材の育成及び確保並びに中小企業・小規模企業の従業者の労働環境の整

備、福利厚生の充実及び仕事と生活の調和の確保に向けた取組を促進すること。 

⑷ 中小企業・小規模企業の円滑な事業の承継を促進すること。 

⑸ 中小企業・小規模企業への資金の供給の円滑化を図ること。 

⑹ 中小企業・小規模企業の市場及び販路の拡大、新規顧客の獲得並びに海外における事業の展開を促進する

こと。 

⑺ 本市への誘客及び物流の増加並びに消費の誘導を促進すること。 

（施策の総合計画への登載及び見直し） 

第１２条 市長は、前条に規定する基本方針（以下「基本方針」という。）に基づく施策を計画的に推進するた

め、これを上越市自治基本条例（平成２０年上越市条例第３号）第１６条に規定する総合計画に登載し、定期

的にその成果の評価及び検証並びに見直しを行わなければならない。 

（関係者との協議） 

第１３条 市長等は、基本方針に基づく施策の検討に当たっては、中小企業・小規模企業、商工団体等その他の

関係者と継続的な協議を行うものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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